
承認第１５号 

 

   専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、別紙のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、議会の承認を求める。 

 

  令和２年５月２６日提出 

 

                         木津川市長 河井 規子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



専決処分書 

 

議会の議決すべき下記の事件について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

 

令和２年３月３１日 

 

木津川市長 河井 規子   

 

記 

 

令和元年度木津川市公共下水道事業会計補正予算第３号について 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

令和元年度  

 

 

 

 

公共下水道事業会計補正予算第３号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都府木津川市  
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令和元年度  木津川市公共下水道事業会計補正予算（第３号） 

 

 

第１条 令和元年度木津川市公共下水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 

 

第２条 令和元年度木津川市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的 

収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）      （補正予定額）       （計） 

（収    入） 

第１款 下水道事業収益 ２，３８０，０７５千円 △２６，０６２千円  ２，３５４，０１３千円 

 第２項  営業外収益    １，４６４，３６９千円 △２６，０６２千円  １，４３８，３０７千円 

 

（支    出） 

第１款 下水道事業費用 ２，３８０，０７５千円 △２６，０６２千円  ２，３５４，０１３千円 

 第１項 営業費用   ２，２０５，１４９千円 △２５，８０３千円  ２，１７９，３４６千円 

第２項  営業外費用        １７１，７７６千円    △２５９千円    １７１，５１７千円 

 

 

第３条 予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。（ 資本的収入額が資本 

 的支出額に対して不足する額５１９，３８２千円は、過年度分損益勘定留保資金４５，８５０千円及び 

 当年度分損益勘定留保資金４７３，５３２千円で補てんするものとする。） 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）         （計） 

（収    入） 

第１款 資本的収入     ５７６，８０８千円 △１１７，５２０千円   ４５９，２８８千円 

第１項 企業債      ３４３，６００千円  △１３９，０００千円    ２０４，６００千円 

第３項 他会計補助金    １０７，９７１千円   ２０，６１９千円   １２８，５９０千円 

第６項 基金繰入金      ３，０９４千円      ８６１千円     ３，９５５千円 

 

（支    出） 

第１款 資本的支出   １，１１６，９１０千円 △１３８，２４０千円   ９７８，６７０千円 

第１項 建設改良費      ４４９，２４８千円  △１３８，２４０千円   ３１１，００８千円 
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第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のとおり改める。 

 

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法 

公共下水道

事業 
１５８，３００千円  

 

証書借入 

又は 

証券発行 

 

 

年４．０％以

内（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率） 

 政府資金について

は、その融資条件によ

り、銀行その他の場合

にはその債権者と協

定するところによる。 

 ただし、企業財政の

都合により据置期間

及び償還期限を短縮

し、又は、繰上償還若

しくは低利に借換す

ることができる。 

流域下水道

事業 
４６，３００千円 

計 ２０４，６００千円 
 

― 

 

 

― 

 

 

    ― 

 

第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のとおり補正する。 

 

（科目）       （既決予定額）     （補正予定額）        （計） 

（１） 職員給与費      １０７，７９２千円      △８１８千円  １０６，９７４千円 

 

 

第６条 予算第１０条に定めた他会計からの補助金の金額を、４０１，５２７千円に補正する。 

 

 

令和２年３月３１日専決 

木津川市長 河井 規子 



１．収益的収入及び支出

（１）　収　　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．下水道事業収益 ２,３８０,０７５ △２６,０６２ ２,３５４,０１３

2 ．営業外収益 １,４６４,３６９ △２６,０６２ １,４３８,３０７

2 ．他会計補助金 ２９８,９９９ △２６,０６２ ２７２,９３７ 1 ．一般会計補助金 △２６,０６２

２,３８０,０７５ △２６,０６２ ２,３５４,０１３

（２）　支　　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．下水道事業費用 ２,３８０,０７５ △２６,０６２ ２,３５４,０１３

1 ．営業費用 ２,２０５,１４９ △２５,８０３ ２,１７９,３４６

1 ．管渠費 ３２,０６８ △７,２００ ２４,８６８ 2 ．光熱水費 △１,４００

3 ．通信運搬費 △１００

4 ．委託料 △２,９００

7 ．修繕費 △１,１００

9 ．工事請負費 △１,７００

2 ．処理場費 １２３,４４７ △１５,０８２ １０８,３６５ 1 ．備消耗品費 △１００

2 ．燃料費 △１００

3 ．光熱水費 △１,１００

4 ．委託料 △１３,０８２

5 ．修繕費 △７００

3 ．普及指導費 ９０１ △３０１ ６００ 1 ．補助及び交付金 △３０１

4 ．業務費 ６２,１５７ △１,８００ ６０,３５７ 1 ．委託料 △１,４００

2 ．貸倒引当金繰入額 △４００

5 ．総係費 ８２,７０２ △１,４１８ ８１,２８４ 2 ．手当 △８１８

12．委託料 △４００

16．修繕費 △２００

6 ．流域下水道維持管理費 ５６６,７９１ △２ ５６６,７８９ 1 ．負担金 △２

2 ．営業外費用 １７１,７７６ △２５９ １７１,５１７

1 ．支払利息及び企業債利息 １６４,７７５ △２５９ １６４,５１６ 3 ．一時借入金利息 △２５９

２,３８０,０７５ △２６,０６２ ２,３５４,０１３

令和元年度 木津川市公共下水道事業会計補正予算 (第３号)
（実　施　計　画）

款 項 目 備　　　　　　　　　　考

収 　入 　合 　計

款 項 目 備　　　　　　　　　　考

支 　出 　合　 計
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２．資本的収入及び支出

（１）　収　　　入 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．資本的収入 ５７６,８０８ △１１７,５２０ ４５９,２８８

1 ．企業債 ３４３,６００ △１３９,０００ ２０４,６００

1 ．企業債 ３４３,６００ △１３９,０００ ２０４,６００ 1 ．下水道事業債 △１３９,０００

3 ．他会計補助金 １０７,９７１ ２０,６１９ １２８,５９０

1 ．他会計補助金 １０７,９７１ ２０,６１９ １２８,５９０ 1 ．一般会計補助金 ２０,６１９

6 ．基金繰入金 ３,０９４ ８６１ ３,９５５

1 ．基金繰入金 ３,０９４ ８６１ ３,９５５ 1 ．基金繰入金 ８６１

５７６,８０８ △１１７,５２０ ４５９,２８８

（２）　支　　　出 （単位：千円）

既決予定額 補正予定額 計

1 ．資本的支出 １,１１６,９１０ △１３８,２４０ ９７８,６７０

1 ．建設改良費 ４４９,２４８ △１３８,２４０ ３１１,００８

1 ．公共下水道費 ３６４,００６ △１０４,０４０ ２５９,９６６ 10．委託料 △１,２００

11．賃借料 △２４０

12．工事請負費 △８２,２００

13．補償費 △２０,４００

2 ．流域下水道費 ８５,２４２ △３４,２００ ５１,０４２ 1 ．負担金 △３４,２００

１,１１６,９１０ △１３８,２４０ ９７８,６７０

-5- -6-

款 項 目 備　　　　　　　　　　考

支　 出 　合 　計

収 　入 　合　 計

款 項 目 備　　　　　　　　　　考


